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平成２４年第２回那珂川町議会定例会 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

平成２４年３月１４日（水曜日）午後１時３０分開議 

日程第 １ 議案第１９号 平成２４年度那珂川町一般会計予算の議決について 

（予算審査特別委員長報告） 

日程第 ２ 議案第２０号 平成２４年度那珂川町ケーブルテレビ事業特別会計予算の議決に 

             ついて             （予算審査特別委員長報告） 

日程第 ３ 議案第２１号 平成２４年度那珂川町国民健康保険特別会計予算の議決について 

（予算審査特別委員長報告） 

日程第 ４ 議案第２２号 平成２４年度那珂川町後期高齢者医療特別会計予算の議決につい 

             て               （予算審査特別委員長報告） 

日程第 ５ 議案第２３号 平成２４年度那珂川町介護保険特別会計予算の議決について 

（予算審査特別委員長報告） 

日程第 ６ 議案第２４号 平成２４年度那珂川町下水道事業特別会計予算の議決について 

（予算審査特別委員長報告） 

日程第 ７ 議案第２５号 平成２４年度那珂川町農業集落排水事業特別会計予算の議決につ 

             いて              （予算審査特別委員長報告） 

日程第 ８ 議案第２６号 平成２４年度那珂川町簡易水道事業特別会計予算の議決について 

（予算審査特別委員長報告） 

日程第 ９ 議案第２７号 平成２４年度那珂川町水道事業会計予算の議決について 

（予算審査特別委員長報告） 

日程第１０ 発議第 １号 那珂川町議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の制定につい 

             て                      （議員提出） 

日程第１１ 陳情第 １号 新那珂橋の廃止に伴う新橋の整備促進に関する陳情書 

                             （産業建設常任委員長報告） 

追加日程第１ 発委第１号 新那珂橋の廃止に伴う新橋の整備促進を求める意見書の提出につ 

             いて              （産業建設常任委員長提出） 

 ──────────────────────────────────────────── 
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開議 午後１時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（川上要一君） ただいまの出席議員は15名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（川上要一君） 本日の議事日程につきましては、お手元に配付したとおりでございま

すので、ごらん願いたいと思います。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１９号～議案第２７号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（川上要一君） 日程第１、議案第19号 平成24年度那珂川町一般会計予算の議決に

ついて、日程第２、議案第20号 平成24年度那珂川町ケーブルテレビ事業特別会計予算の

議決について、日程第３、議案第21号 平成24年度那珂川町国民健康保険特別会計予算の

議決について、日程第４、議案第22号 平成24年度那珂川町後期高齢者医療特別会計予算

の議決について、日程第５、議案第23号 平成24年度那珂川町介護保険特別会計予算の議

決について、日程第６、議案第24号 平成24年度那珂川町下水道事業特別会計予算の議決

について、日程第７、議案第25号 平成24年度那珂川町農業集落排水事業特別会計予算の

議決について、日程第８、議案第26号 平成24年度那珂川町簡易水道事業特別会計予算の

議決について、日程第９、議案第27号 平成24年度那珂川町水道事業会計予算の議決につ

いて、以上９議案を一括議題といたします。 

  本件は予算審査特別委員会に審査を付託したものでありますが、委員会での審査が終了い

たしましたので、予算審査特別委員長より審査結果の報告を求めます。 

  予算審査特別委員長、橋本 操君。 

〔予算審査特別委員長 橋本 操君登壇〕 
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○予算審査特別委員長（橋本 操君） 予算審査特別委員会よりご報告いたします。 

  予算審査特別委員会に付託されました議案第19号 平成24年度那珂川町一般会計予算の

議決について、議案第20号 平成24年度那珂川町ケーブルテレビ事業特別会計予算の議決

について、議案第21号 平成24年度那珂川町国民健康保険特別会計予算の議決について、

議案第22号 平成24年度那珂川町後期高齢者医療特別会計予算の議決について、議案第23

号 平成24年度那珂川町介護保険特別会計予算の議決について、議案第24号 平成24年度

那珂川町下水道事業特別会計予算の議決について、議案第25号 平成24年度那珂川町農業

集落排水事業特別会計予算の議決について、議案第26号 平成24年度那珂川町簡易水道事

業特別会計予算の議決について、議案第27号 平成24年度那珂川町水道事業会計予算の議

決について、以上９会計予算については、平成24年３月８日から14日までの間の実質４日

間、関係課長等の説明を求め慎重に審査いたしました。 

  各会計予算の審査結果については、一般会計及び特別会計ごとに採決を行い、一般会計に

ついては、別紙参考資料のとおり減額修正であります。 

  一般会計予算の総額は74億9,402万8,000円となり、その修正内容は、歳入では、18款繰

入金１項基金繰入金が４億7,620万円に、21款町債１項町債が４億8,100万円に、歳出は、

２款総務費１項総務管理費が３億9,063万7,000円に、８款消防費１項消防費が５億4,783万

円となります。 

  国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の３特別会計については賛成多数で、ケーブル

テレビ事業、下水道事業、農業集落排水事業、簡易水道事業の４特別会計及び水道事業会計

については全員賛成により、文書をもって報告しましたとおり本委員会において、原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。 

  以上で、報告を終わります。 

○議長（川上要一君） 報告が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（川上要一君） 質疑はないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 
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○議長（川上要一君） 討論はないようですので、討論を終わります。 

  採決を行います。 

  採決は１件ごとに行います。 

  議案第19号 平成24年度那珂川町一般会計予算の議決についての採決を行います。 

  本案の委員長報告は減額修正であります。まず、委員会の修正案について、起立によって

採決を行います。 

  委員会の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（川上要一君） 起立多数と認めます。 

  よって、議案第19号の委員会の修正案は可決されました。 

  次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について、起立によって採決を行います。 

  修正部分を除く部分を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（川上要一君） 起立全員と認めます。 

  よって、議案第19号の修正部分を除く部分は原案のとおり可決されました。 

  議案第20号 平成24年度那珂川町ケーブルテレビ事業特別会計予算の議決については、

委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（川上要一君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

  議案第21号 平成24年度那珂川町国民健康保険特別会計予算の議決については、委員長

報告のとおり決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（川上要一君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 

  議案第22号 平成24年度那珂川町後期高齢者医療特別会計予算の議決については、委員

長報告のとおり決することに異議ありませんか。 

〔「異議あり」と言う人あり〕 

○議長（川上要一君） 異議がありますので、起立による採決をいたします。 

  議案第22号 平成24年度那珂川町後期高齢者医療特別会計予算の議決については、委員
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長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（川上要一君） 起立多数と認めます。 

  よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 

  議案第23号 平成24年度那珂川町介護保険特別会計予算の議決については、委員長報告

のとおり決することに異議ありませんか。 

〔「異議あり」と言う人あり〕 

○議長（川上要一君） 異議がありますので、起立による採決をいたします。 

  議案第23号 平成24年度那珂川町介護保険特別会計予算の議決については、委員長報告

のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（川上要一君） 起立多数と認めます。 

  よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 

  議案第24号 平成24年度那珂川町下水道事業特別会計予算の議決については、委員長報

告のとおり決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（川上要一君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 

  議案第25号 平成24年度那珂川町農業集落排水事業特別会計予算の議決については、委

員長報告のとおり決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（川上要一君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 

  議案第26号 平成24年度那珂川町簡易水道事業特別会計予算の議決については、委員長

報告のとおり決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（川上要一君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 

  議案第27号 平成24年度那珂川町水道事業会計予算の議決については、委員長報告のと

おり決することに異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（川上要一君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎発議第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（川上要一君） 日程第10、発議第１号 那珂川町議会の議員の議員報酬の特例に関す

る条例の制定についてを議題といたします。 

  提案の趣旨説明を求めます。 

  ９番、福島泰夫君。 

〔９番 福島泰夫君登壇〕 

○９番（福島泰夫君） 皆さん、こんにちは。 

  ただいま提案になりました発議第１号 那珂川町議会の議員の議員報酬の特例に関する条

例の制定について、提案の趣旨の説明を申し上げます。 

  那珂川町議会の議員の議員報酬については、議会改革調査特別委員会において検討がなさ

れ、その検討結果に基づき、平成20年度より那珂川町議会の議員の議員報酬の特例に関する

条例により、議員報酬の月額５％を減額してきたところであります。 

  今なお厳しい経済情勢にある中で、さらに行財政改革を推し進め、行政サービスを堅持し、

町民の付託にこたえることが我々議会の使命であります。 

  今般執行部同様、引き続き平成24年度も議員報酬の減額を行うため、再度那珂川町議会の

議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について、議案を提出するものであります。 

  議員各位のご賛同を賜り、議決くださるようお願い申し上げます。 

  なお、執行部に申し上げておきたいと思いますが、議員報酬の削減額については、単に一

般財源として扱うのではなく、町民福祉や教育文化の向上などの事業に充当することが全議

員の希望でありますので、議員報酬を削減する補正予算の編成時前に議会から充当事務事業

等を要請いたしますので、ご理解願います。 

  以上で、提案の趣旨説明といたします。 

○議長（川上要一君） 提案の趣旨説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 
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  質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（川上要一君） 質疑はないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（川上要一君） 討論はないようですので、討論を終わります。 

  採決を行います。 

  発議第１号 那珂川町議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の制定については、原案

のとおり決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（川上要一君） 異議なしと認めます。 

  よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎陳情第１号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（川上要一君） 日程第11、陳情第１号 新那珂橋の廃止に伴う新橋の整備促進に関す

る陳情書を議題といたします。 

  この件に関しては、今期定例会において産業建設常任委員会に審査を付託いたしましたが、

委員会での審査が終了いたしましたので、産業建設常任委員長より審査結果の報告を求めま

す。 

  産業建設常任委員長、阿久津武之君。 

〔産業建設常任委員長 阿久津武之君登壇〕 

○産業建設常任委員長（阿久津武之君） 産業建設常任委員会の審査が終了しましたので、そ

の内容について報告いたします。 

  今期定例会において本委員会に審査を付託されておりました新那珂橋の廃止に伴う新橋の

整備促進に関する陳情書については３月９日に委員会を開催し、担当職員の出席を求めて慎

重に審査いたしました。 

  皆様ご承知のとおり、主要地方道の県道矢板那珂川線は広域的な交通の幹線道であります
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が、那珂川にかかる新那珂橋は昨年３月の東日本大震災で被災して復旧困難となり、現在解

体作業が行われております。 

  陳情の趣旨は、新那珂橋は馬頭地区と小川地区を結ぶ橋であるとともに、集落間をつなぐ

橋であり、観光、商工業などの地域振興や利便性、まちづくりにおいて重要である。早期に

代がえとなる新橋建設を望んでいるので、県の関係機関に意見書を提出してほしいとのこの

ことであります。 

  県道矢板那珂川線の橋梁として、また地域住民の安全や利便性の確保、地域間交流の保持、

新たな交流による経済効果をつくり出す上で、新那珂橋にかわる新橋の建設は必要不可欠で

あると考えます。 

  以上のことから、本陳情についてはその趣旨を理解し、その必要性を認め、採択すべきも

のと決定いたしました。 

  以上、産業建設常任委員会の審査結果の報告といたします。 

○議長（川上要一君） 審査結果の報告が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（川上要一君） 質疑はないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（川上要一君） 討論はないようですので、討論を終わります。 

  採決を行います。 

  陳情第１号 新那珂橋の廃止に伴う新橋の整備促進に関する陳情書に対する委員長の報告

は採択であります。この陳情は、委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（川上要一君） 異議なしと認めます。 

  よって、陳情第１号は委員長報告のとおり採択とすることに決定いたしました。 

  休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４０分 
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再開 午後 １時４５分 

 

○議長（川上要一君） 再開いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程の追加 

○議長（川上要一君） ただいま産業建設常任委員長から発委第１号 新那珂橋の廃止に伴う

新橋の整備促進を求める意見書の提出についてが提出されました。 

  お諮りいたします。 

  発委第１号を日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題にしたいと思いますが、これ

に異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（川上要一君） 異議なしと認めます。 

  よって、発委第１号を日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題とすることに決定い

たしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎発委第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（川上要一君） 追加日程第１、発委第１号 新那珂橋の廃止に伴う新橋の整備促進を

求める意見書の提出についてを議題といたします。 

  本案は、この際、議案の朗読を省略し、直ちに提出者の提案の趣旨説明を求めることとい

たします。 

  提案の趣旨説明を求めます。 

  阿久津産業建設常任委員長。 

〔産業建設常任委員長 阿久津武之君登壇〕 

○産業建設常任委員長（阿久津武之君） ただいま提案になりました追加日程第１、発委第１

号 新那珂橋の廃止に伴う新橋の整備促進を求める意見書の提出について、提案の趣旨説明
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を申し上げます。 

  本件は、先ほど採択されました新那珂橋の廃止に伴う新橋の整備促進に関する陳情書に基

づき、その趣旨を受けて意見書を提出いたしたく提案するものであります。 

  議員各位の賛同を賜り、議決くださるようお願い申し上げ、提案の趣旨説明といたします。 

○議長（川上要一君） 提案の趣旨説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（川上要一君） 質疑はないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（川上要一君） 討論はないようですので、討論を終わります。 

  採決を行います。 

  発委第１号 新那珂橋の廃止に伴う新橋の整備促進を求める意見書の提出については、原

案のとおり決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（川上要一君） 異議なしと認めます。 

  よって、発委第１号は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○議長（川上要一君） 以上で、今期定例会の会議に付されました事件はすべて終了いたしま

した。会議を閉じます。 

  これにて、平成24年第２回那珂川町議会定例会を閉会いたします。 

  ご起立願いたいと思います。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 １時５４分 
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